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(57)【要約】
【課題】構造が簡単で、プリント基板を容易かつ確実に
装着することができ、作業性を大幅に向上することので
きる基板ホルダー及びこれを備えた空気調和機を提供す
る。
【解決手段】装着するプリント基板の平面形状にほぼ対
応した形状の底板２、底板２の周縁に設けた周壁３、及
び上部に係止爪６を有し底板２の周縁に周壁３から独立
して設けられた係止片５を有し、係止片５に設けた係止
爪６は内側が円弧状に形成され、円弧状部の上下方向の
中央点と下端部との間に係止爪６の最大突出部を設けた
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着するプリント基板の平面形状にほぼ対応した形状の底板、該底板の周縁に設けた周
壁、及び上部に係止爪を有し前記底板の周縁に前記周壁から独立して設けられた係止片を
有し、
　該係止片に設けた係止爪は内側が円弧状に形成され、該円弧状部の上下方向の中央点と
下端部との間に前記係止爪の最大突出部を設けたことを特徴とする基板ホルダー。
【請求項２】
　前記周壁の内壁に、下面が前記係止片の係止爪の下端部と同一平面上にある固定係止片
を設けたことを特徴とする請求項１記載の基板ホルダー。
【請求項３】
　前記係止片又は係止片と固定係止片の近傍において前記底板に支柱を立設し、前記係止
片の下端部又は該係止片の下端部及び固定係止片の下面と前記支柱の上端部との間を、前
記プリント基板の板厚とほぼ等しいか又はこれより若干大きく形成したことを特徴とする
請求項１又は２記載の基板ホルダー。
【請求項４】
　前記周壁に代えて、前記底板の周縁部に複数の位置決めピンを設けたことを特徴とする
請求項１～３のいずれかに記載の基板ホルダー。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかの基板ホルダーを備えたことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント基板を保持する基板ホルダー及びこれを備えた空気調和機に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のプリント基板の保持構造に、弾力性のある金属板を所定形状に加工した凸部及び
係止用ツメ部を有する複数の弾性体ホルダを、プリント基板の周辺端部の所定位置にそれ
ぞれ固定し、シールドケースの側面所定位置に弾性体ホルダの凸部及び係止用ツメ部を嵌
合するスリットを形成し、弾性体ホルダが固定されたプリント基板をシールドケースに挿
入し、シールドケースのスリットに弾性体ホルダの凸部及び係止用ツメ部を嵌合して固定
するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２５９５９８号公報（第４－５頁、第１－第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のプリント基板の保持構造は、複数の弾性体ホルダをプリント基板の周辺に
取付けなければならないので面倒であり、さらに、半円状の凸部をシールドケースのスリ
ットに嵌合する際に凸部を変形させる力が十分に発生しないなど、作業性が悪いという問
題があった。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、構造が簡単でプリント基板を
容易かつ確実に装着することができ、作業性を大幅に向上することのできる基板ホルダー
及びこれを備えた空気調和機を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明に係る基板ホルダーは、装着するプリント基板の平面形状にほぼ対応した形状の
底板、該底板の周縁に設けた周壁、及び上部に係止爪を有し前記底板の周縁に前記周壁か
ら独立して設けられた係止片を有し、該係止片に設けた係止爪は内側が円弧状に形成され
、該円弧状部の上下方向の中央点と下端部との間に前記係止爪の最大突出部を設けたもの
である。
【０００７】
　また、本発明に係る空気調和機は、上記の基板ホルダーを備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、構造が簡単でプリント基板を容易かつ確実に装着することができ、作
業性を大幅に向上することのできる基板ホルダー及びこれを備えた空気調和機を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基板ホルダーを概略的に示す斜視図である。
【図２】図１の中央縦断面図である。
【図３】図１の係止片及びその近傍の拡大断面図である。
【図４】図１の基板ホルダーにプリント基板を装着する手順を示す作用説明図である。
【図５】図１の基板ホルダーにプリント基板を装着する手順を示す作用説明図である。
【図６】図１の基板ホルダーにプリント基板を装着する手順を示す作用説明図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の一部を省略した斜視図である。
【図８】図７の制御部の拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の形態１に係る基板ホルダーを概略的に示す斜視図、図２は図１の
中央縦断面図である。
　本実施の形態に係る基板ホルダー１は、例えば合成樹脂成形品からなり、底板２と周壁
３とによりほぼ浅い箱状に形成されている。そして、一方の短手辺の周壁３の幅方向のほ
ぼ中央部には、両側がスリット状に切除（切除部４）され、上部に係止爪６を有する周壁
３より高い係止片５が周壁３から独立して底板２に立設されている。
【００１１】
　係止片５は、図３に示すように、側面ほぼ包丁状に形成され、上部に設けた係止爪６は
、内側が円弧部７（弓形状）に形成されて、上端部６ａと下端部６ｂ（係止部）との中間
部７ａ（中央点という）と、下端部６ｂとのほぼ中間部が最大突出部７ｂとなっている。
　８は他方の短手辺の周壁３に係止片５と対向して内側に向って突設された固定係止片で
、その下面は係止片５の係止爪６の係止部６ｂと同一平面上にあり、固定係止部８ａが形
成されている。
【００１２】
　９ａ，９ｂ（以下、単に９と記すことがある）は係止片５及び固定係止片８の内側にお
いて、底板２に対向して設けられた支柱で、図３に示すように、係止片５の係止爪６の係
止部６ｂと、支柱９ａの上端部との間は、後述のプリント基板の板厚とほぼ等しいか又は
これより僅かに大きい間隔ｇに形成されている。なお、固定係止片８の係止部８ａと、支
柱９ｂの上端部との間隔も同様である。
【００１３】
　次に、上記のように構成した基板ホルダー１へのプリント基板の装着手順の一例につい
て、図４～図６により説明する。なお、１０は多数の電子部品等（図示せず）が搭載され
て所定の電子回路が形成され、制御部や表示部などを構成するプリント基板で、その外形
は、基板ホルダー１の周壁３の内側とほぼ同じ形状に形成されている。
【００１４】
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　先ず、図４に示すように、プリント基板１０の一方の端部１０ｂ（以下、後端部という
）を、基板ホルダー１に設けた固定係止片８と支柱９ｂとの間に差し込み、他方の端部１
０ａ（以下、先端部という）を係止片５の係止爪６の円弧部７に当接する。
　ついで、プリント基板１０の先端部１０ａを係止爪６の円弧部７に沿って圧下すると、
図５に示すように、係止片５を外側に開く（曲がる）力が加わり、係止片５はその基部５
ａを支点として、弾性変形する。
【００１５】
　そして、プリント基板１０の先端部１０ａが係止爪６の最大突出部７ｂを過ぎると、係
止片５は徐々に元の状態に戻り、プリント基板１０はその先端部１０ａが係止爪６の円弧
部７を通過して係止爪６から外れると、その下面が支柱９ａに当接し、係止片５は元の状
態に戻る。
　これにより、プリント基板１０の先端部１０ａと後端部１０ｂは、図６に示すように、
係止爪６と支柱９ａ、固定係止片８と支柱９ｂとの間にそれぞれ挟持され、プリント基板
１０は、基板ホルダー１の所定の位置に安定して保持される。
【００１６】
　上記の説明では、基板ホルダー１を長方形の浅い箱状に形成した場合を示したが、これ
に限定するものではなく、その形状はこれに装着されるプリント基板１０の形状に対応し
て適宜変更することができる。
　また、基板ホルダー１を底板２と周壁３とによって形成した場合を示したが、周壁３の
一部又は全部に代えて、プリント基板１０を位置決めする位置決めピンを設けてもよい。
【００１７】
　さらに、図には基板ホルダー１の一方の短手辺に係止爪６を有する係止片５を設け、こ
れと対向する他方の短手辺に固定係止片８を設けた場合を示したが、両方とも係止爪６を
有する係止片５にしてもよい。
　また、係止爪６を有する係止片５や固定係止片８、あるいは支柱９を設ける位置や数は
図示のものに限定するものではなく、基板ホルダー１の底板２の周縁部や底板２上の適宜
の位置に、適宜数設けてもよい。
【００１８】
　本実施の形態によれば、係止爪６を有する係止片５、固定係止片８及び支柱９は、すべ
て基板ホルダー１と一体に設けられているので、基板ホルダー１へのプリント基板１０の
装着作業性を大幅に向上することができる。
　また、係止片５の係止爪６を円弧状に形成したので、プリント基板１０の装着初期には
係止片５を外側に弾性変形させることができ、最大突出部７ｂを過ぎると装着方向での係
止片５の抵抗がなくなり、係止爪６の円弧部７との摩擦力のみとなるので、プリント基板
１０を基板ホルダー１に容易に装着することができ、また、装着後は、プリント基板１０
は元の位置に戻った係止片５の係止爪６及び固定係止片８と、支柱９ａ，９ｂとの間に挟
持されるので、外れにくい。
【００１９】
　さらに、係止片５の係止爪６の最大突出部７ｂが、係止爪６の下端部６ｂより上方に位
置しているため、係止片５を最大変位させるときの支点５ａからの距離ｈが長いので（図
５）、比較的小さい力で係止片５を弾性変形させることができる。
【００２０】
［実施の形態２］
　図７は本発明の実施の形態２に係る空気調和機の前面パネルを取外した状態を示す斜視
図である。
　空気調和機１５の筐体１６にはファン１７や熱交換器１８が設けられており、一方の側
には制御部２０が設けられている。なお、空気の吸込み口、フィルタ、吹出し口、ファン
１７を駆動するモータ等は図示してない。
【００２１】
　制御部２０は、図８に示すように、複雑な平面形状で多数の電子部品等が搭載されて電
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子回路が形成されたプリント基板１０と、このプリント基板１０が装着された基板ホルダ
ー１等からなっており、この基板ホルダー１はプリント基板１０の平面形状にほぼ対応し
た複雑な形状の底板２と周壁３とを有し、係止爪６を有する係止片５、固定係止爪８、支
柱９が設けられて実施の形態１の基板ホルダー１と同様の機能を備えている。なお、図８
には一部の係止片５及び固定係止片８が示してあり、支柱９は図示されていない。
【００２２】
　本実施の形態においても、実施の形態１の場合と同様に、基板ホルダー１にプリント基
板１０が容易かつ確実に取付けられ、この基板ホルダー１を空気調和機に搭載することが
できる。なお、図示の空気調和機１５及び制御部２０はその一例を示すもので、これらは
他の構造や形状であってもよい。
【符号の説明】
【００２３】
　１　基板ホルダー、２　底板、３　周壁、５　係止片、６　係止爪、６ｂ　係止爪の下
端部、７　円弧部、７ａ　中央点、７ｂ　最大突出部、８　固定係止片、９ａ，９ｂ　支
柱、１０　プリント基板、１５　空気調和機、２０　制御部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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